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 本日は、皆様大変御多忙のところ、また、ちょっとお天気も悪いところ、私ども日本証

券業協会 証券決済制度改革推進センターが主催いたします「証券決済制度改革推進フォー

ラム 2005」に多数御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。厚く御礼申し上

げたいと思います。また、日頃は日本証券業協会の業務につきまして御理解・御協力をい

ただいておりますことも併せて御礼を申し上げたいと思います。 

 フォーラムの開催に当たりましてひと言、御挨拶を申し上げたいと思います。このフォー

ラムは我が国の証券決済制度改革の全体像の理解促進及び意識向上等を目的といたしまし

て開催させていただいておりますもので、昨年度に引き続きまして２回目の開催となりま

す。皆様御承知のとおり、我が国におきます証券決済制度改革は、平成 12 年に金融審議会

や証券受渡・決済制度改革懇談会の報告書におきまして、「我が国証券市場がその機能を発

揮し国際的な競争力を強化していくには証券取引の重要な基盤である証券決済システムを

より安全で効率的なものに改めていくことが欠かせない」との提言を受けまして、本格的

な検討が開始されたものです。 

 我が国における証券決済制度改革は着実に進展をいたしており、国際的にも我が国証券

決済システムは欧米主要国に比べて遜色のないものとなっているという評価が定着してき

ています。このフォーラムでの御講演やセッション等で詳細な御説明をいただけるものと

考えていますが、証券決済制度改革の主な動きについて、まず私から簡単に御紹介をさせ

ていただきたいと思います。 

 まず、改革の基本となります法制面の動きにつきましては、昨年６月９日に株式等の電

子化を図る法律が公布されたところです。これによりまして本格的な検討が開始されまし

てから５年目にして、我が国における有価証券の不発行化に関する統一的な法制度の整備

が完成いたしました。先ほど申し上げました懇談会の報告書の作成の時には、「株券の不発

行制度導入は絵空事であり、そのようなことを報告書に書けば評価を問われるのではない

か」というような意見もありましたことを考えますと、目を見張る展開であります。この

法律の制定により、今後の証券決済制度改革の焦点はすべての有価証券を対象としたＤＶ

Ｐ決済の実現、ＳＴＰ化の実現などの実務対応に本格的に移っていくものと存じます。 

 有価証券の電子化法制に基づく振替決済制度の構築につきましては、既に国債は 2003

年１月から、また短期社債、いわゆる電子ＣＰも同年３月から稼働されています。また、
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国債以外の一般債につきましては 2006 年１月、投信につきましても 2007 年１月から振替

決済制度の実施が予定されています。また、上場会社の株式につきましては、まだ具体的

な日程は決まっておりませんが、2009 年６月まで、これから４年以内に電子化に一斉移行

するということとなっています。これらの措置によりまして有価証券電子化法制によるＤ

ＶＰ決済やＳＴＰ化があらゆる証券で実現される基盤が整うことになるわけです。 

 次に、証券決済のリスク削減と効率性の向上に関連し、重要なインフラの１つでありま

す清算機関につきましては、セントラルカウンターパーティの利用拡大、あるいは清算機

関の安定性・効率性・透明性の向上といった国際的な勧告、Ｇ30 やＢＩＳ、ＩＯＳＣＯと

いったところからですが、そういう国際的な勧告に応える体制が着々と整備されて参りま

した。 

 まず、取引所取引を対象といたします日本証券クリアリング機構（ＪＳＣＣ）ではそれ

までの現物商品に加えまして、東京証券取引所の派生商品も新たに清算対象としてその範

囲を拡大し、清算参加者の範囲も従来の証券会社に加えまして金融機関にまで広がってき

ています。また、他の清算機関との各種提携を進めまして、参加者の負担軽減に効果を上

げているところです。 

 また、証券保管振替機構におきます株券等の振替のうち、取引所取引の清算に伴う振替

以外のもの、いわゆる一般振替につきましては一昨年 2003 年６月に設立されましたほふり

クリアリング、これは証券保管振替機構の全額出資の子会社ですが、このほふりクリアリ

ングにおきまして、昨年５月より一般振替ＤＶＰ決済システムが稼働しています。これま

での実績を見ますと、実質的に約 80％がＤＶＰ決済であり、またネッティングをいたしま

す結果、資金決済量は約 12％に圧縮されるという状況になっておりますなど、順調にワー

クしているところです。 

 また、一昨年 2003 年 10 月に設立された日本国債清算機関（ＪＧＢＣＣ）につきまして

は、本年５月の稼働に向けまして国債取引の清算業務の開業の準備を進めているところで

す。その他、ＳＴＰ化の基盤となります決済照合システムへの取り組みは、決済業務の合

理化、コスト削減の観点から関係者において優先的に取り組むべき課題の１つと認識され

ています。証券保管振替機構におきます決済照合システムと口座振替システムの連動を確

保したＳＴＰ化につきましては、これまでに株式につきましては、取引所取引及び一般振

替が実現されています。また、国債につきましても本年２月、国債清算機関対応の決済照

合システムが既に稼働しているところです。その後も、国債以外の一般債、電子ＣＰにつ
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きましても、2006 年１月の振替決済制度稼働に合わせまして決済照合システムの本格稼働

に向けたシステムの開発が進められています。 

 以上のように、証券決済制度改革はそれぞれの分野で着実に進められてきているところ

です。また、本フォーラムを主催いたします証券決済制度改革推進センターは、証券決済

制度改革に関する実務面からの議論をリードするために、日本証券業協会が主催しており

ます証券受渡・決済制度改革懇談会の事務局を務めておりまして、証券決済制度改革に関

する各種の周知・啓蒙活動、あるいは改革の実現に向けたマイルストーンの公表を同セン

ターのホームページにおいて行っています。現在は、特に御関心の高い株券電子化制度へ

の円滑な移行に向けまして、パンフレット、あるいはＱ＆Ａを作成いたしまして、これを

適宜更新するなど、広く周知・啓蒙活動に注力をすることによりまして制度改革の進展に

対応いたしまして、当面の新たな目標を広く関係者で確認し合って、その早期実現を目指

しているところです。 

 今後、期待されます我が国証券市場の機能向上、あるいは投資家にとって、より魅力の

ある証券市場を早期に実現していくためには、市場関係者の皆様に引き続き御協力いただ

くことが不可欠であると考えています。本日と明日の２日間にわたりまして開催させてい

ただきますこのフォーラムでは、さらに一層市場関係者の皆様の御理解を深めていただき

たいというふうに考えているところです。 

 このフォーラムでは金融庁、法務省、学界、日本経済団体連合会をはじめといたしまし

て、このフォーラムを後援していただいております東京証券取引所や証券保管振替機構な

ど、多くの御関係者の皆様に講師として御参加をいただくこととなっています。そうした

御協力をいただきながら、現状あるいは今後の証券決済制度改革への御理解をいただき、

また、証券市場のＳＴＰ化の推進を図る観点から、ＳＴＰ化の対応に当たっての具体的な

方策、あるいはシステムイメージなどの情報を御提供するためにＩＴベンダー、あるいは

カストディ等の関係者の方々にも御協力をいただき、ブースの展示、あるいはセッション

をしていただくこととなっています。皆様におかれましては、ぜひ積極的に情報収集をし

ていただきまして、今後の御参考にしていただきたいと思います。 

以上、フォーラムの開催に当たりまして御挨拶とさせていただきます。 後になります

が、ここに「証券決済制度改革推進フォーラム 2005」の開会を宣言させていただきます。

どうもありがとうございました。 
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